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奄美群島振興開発事業のしくみ

奄美群島振興開発特別措置法 昭和２９年６月２１日法律第１８９号
改正：平成１６年３月３１日法律第１１号

(平成２０年度まで特別措置法を延長)

振興開発基本方針 (法§２)
平成１６年５月策定予定
（平成１６年度～２０年度）

振興開発計画 (法§３)
平成１６年夏頃
(平成１６年度～２０年度)

（特別の助成）

法第６条第１項 他の法令による財政上の特別の 法第６条第４項
(別表に定める事業) 助成 (その他の事業)

・道路、港湾、空港、漁港 ・土地改良事業 ・はぶ咬症の予防及び治療に関
・簡易水道 ・林道整備事業 等 する事業
・し尿処理・ごみ処理施設 ・さとうきびの生産の合理化に
・砂防、海岸、河川 関する事業
・義務教育施設 等 ・各種調査 等

奄美群島振興開発事業実施要領

（ ）奄美群島振興開発予算について 昭和４９年３月２９日閣議了解
奄美群島振興開発計画に基づく事業に要する経費のうち公共事

業関係費については、事業の総合性を確保するため、昭和４９年
度からその予算を国土総合開発庁の所管に一括して計上し、その

、 。使用に際しては 各省所管に移し替えるよう措置するものとする
〔一括計上、移替執行〕

〔振興開発基本方針策定のしくみ〕 〔振興開発計画決定のしくみ〕

審議決定
協議 諮問 協議

関係行政 国土交通大臣 審議会 関係行政 国土交通大臣
機関の長 総 務 大 臣 答申 機関の長 総 務 大 臣

農林水産大臣 農林水産大臣

協議↑↓同意

計画策定鹿児島県知事

↑ 提出

群島市町村 計画案作成

※ 審議会＝奄美群島振興開発審議会


